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計画の推進にあたって

○　地域プロジェクトの推進にあたっては、県は直接行う事業の着実な推進を図るほか、市町村や民間が

行う事業への財政的な支援や技術的な支援、市町村や民間が行う事業と共通目的のもとで連携して県事

業を進めるなど、さまざまな方法で位置づけられた事業を着実に実行していきます。

○　また、地域の環境変化に的確に対応し､県民の皆さんや市町村などとの協働・連携による計画の着実

な推進を図るため、各地域で県と市町村が連携して推進する体制を整備するとともに、推進の過程で柔

軟に対応していくことも含め適切な進行管理を行い、その内容を県民の皆さんに明らかにしていきます。
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